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＜陳情の要旨＞ 

 地方自治法第９９条の規定に基づき、国に対し、ｍＲＮＡワクチンを含

む予防接種事業について、接種の判断に資する情報の透明性の確保、副反

応及び健康被害に関する継続的な検証の充実、ならびに住民への説明体制

の強化を求める意見書を提出することを求める。また、本陳情の審査にあ

たっては、添付書類に示す公的統計および自治体の開示情報等を参考に、

事実関係及び制度運用の状況について慎重な検討をお願いしたい。必要に

応じて陳情者による説明の機会を設けていただきたい。 

 

＜陳情の理由＞ 

 新型コロナワクチン接種後の健康状態に関しては、厚生労働省の公表資

料および自治体の情報公開請求により、副反応疑い報告および健康被害救

済制度に関する一定の事例が公表されている。 

 これらはすべて公的機関により記録・開示された情報であり、予防接種

事業における健康影響について、継続的な検証および情報の整理が行われ

ている段階にあると認識される。このため、住民が予防接種の利益とリス

クの双方について適切に判断できるよう、情報の透明性および説明体制の

充実が重要であると考えられる。 

 よって、以下の点について国への意見提出を求めるものである。 

（１）疾病・障害認定審査会における審議状況  

 疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会における新型コロ

ナウイルス感染症予防接種健康被害救済制度では、全国から医療費・障害

年金・死亡一時金等の申請（進達）が継続的に提出されており、審査会に

おいて認定・否認・保留の判断が行われている。 

 これらの審査では、救済対象として認定される事例がある一方で、否認

や保留となる事例も相当数存在しており、個別事例ごとに審査結果が異な

る状況が確認される。（資料１） 

（２）健康被害救済制度に関する運用状況 

 予防接種健康被害救済制度においては、予防接種法に基づき、健康被害

に関する申請および認定が継続的に行われている。 

 一部自治体の開示資料では、同制度に基づく認定事例に対して給付が行

われていることが確認されている。 

 また、複数自治体の開示資料において、疾病名や接種後の経過等が記録

された事例が公表されている。（資料２） 



 これらは、制度運用の結果として公的に記録・開示されている事実であ

る。 

（３）接種後の経過に関する公表事例 

 一部自治体の報告資料には、接種後に一定期間症状が継続している事例

が記録されている。例えば、自治体公表資料において、接種後に体調不良

が継続し、一定期間にわたり医療的対応が継続している事例が確認されて

いる。また、複数自治体の記録において、接種回数と健康事象に関する報

告が蓄積されている。（資料２） 

以上の状況を踏まえ、予防接種事業については、既存の安全性評価に加

え、公的情報の整理および継続的な検証の充実が求められると考えられ

る。 

 

＜求める事項＞ 

１．予防接種事業（ｍＲＮＡワクチンを含む）について、副反応疑い報告

および健康被害救済制度の運用状況に関し、年齢・性別・症状・重篤度・

転帰等の統計情報を含めた形で、定期的かつ統一的な形式による情報公開

を行うこと。 

２．副反応疑い報告および健康被害救済制度に関する事例について、報告

段階・審査段階・認定結果の関係が明確に分かるよう、制度構造および評

価プロセスを整理した説明資料を整備し、公表すること。 

３．予防接種後の健康被害救済制度について、申請方法・審査基準・認定

判断の考え方について、一般国民が理解できる形で周知資料を作成し、継

続的に更新すること。 

４．住民が予防接種の判断を行うにあたり必要となる情報について、利益

および不利益の両面が比較可能となるよう、情報提供の構成および提示方

法を検証し、改善すること。 

 なお、本陳情は予防接種事業の安全性や有効性について特定の結論を示

すものではないが、公的に開示されている副反応疑い報告および健康被害

救済制度の運用実態を踏まえ、現行の情報提供および評価の在り方につい

て検証と改善を求めるものである。 
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